
〔蔵〕

藤
田
文
三
さ
ん
が
教
授
に
な
っ
た
が
、
あ
の
人
の
仕
事
は
、
何
を
持
へ
て
も
同
じ
に

な
っ
て
了
ひ
、
非
常
に
癖
の
あ
る
彫
刻
で
、
幼
稚
で
餘
り
よ
く
な
い
。
大
府
如
オ
の

な
い
人
で
、
生
徒
を
甘
や
か
し
て
了
っ
た
。
長
沼
先
生
は
生
徒
に
は
厳
し
く
仕
事
も

箕
面
目
で
面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
學
校
に
逍
つ
て
ゐ
る
老
人
の
首
な
ど
も
員
面
目

に
持
へ
て
あ
る
。
長
沼
先
生
は
非
常
に
藝
術
的
＿艮
心
が
あ
る
と
い
ふ
の
か
、
自
分
の

彫
刻
な
ど
は
駄
目
だ
と
い
ふ
の
で
、
日
本
中
の
銅
像
な
ど
は
皆
毀
れ
て
了
へ
ば
い
4

と
い
ふ
や
う
な
否
定
的
な
考
へ
方
に
な
っ
て
、
晩
年
は
彫
刻
を
諦
め
て
了
つ
て
自
然

を
友
と
し
て
居
る
の
を
理
想
と
し
、
彫
刻
界
と
交
る
の
を
厭
が
つ
て
居
ら
れ
た
や
う

で
あ
っ
た
。
営
時
の
塑
造
科
の
人
々
の
持
へ
て
ゐ
た
も
の
は
今
考
へ
る
と
サ
ロ
ン
の

彫
刻
の
や
う
な
も
の
だ
が
、
そ
の
頃
は
そ
れ
が
非
常
に
進
ん
だ
も
の
に
見
え
て
、
木

彫
の
方
は
時
代
に
遅
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
氣
が
し
て
ゐ
た
。
〔
下
略
〕

（
「
回
想
録
」
高
村
光
太
郎
『
美
術
』
二
巻
一
号
。
昭
和
二
十
年
一
月
）

こ
の
回
想
記
に
よ
る
と
、
長
沼
守
敬
の
授
業
で
は
裸
体
モ
デ
ル
を
使
用
し
、
イ
タ
リ

ャ
製
の
油
土
で
原
型
を
作
っ
て
石
膏
に
と
り
、
そ
れ
を
三
本
コ
ン
パ
ス
と
針
と
で
石
な

ど
に
移
す
と
い
う
彫
刻
法
を
教
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
石
膏
取
り
と
コ
ン
パ
ス
に
つ
い

て
は
長
沼
自
ら
も
前
出
「
現
代
美
術
の
揺
藍
時
代
、
長
沼
守
敬
」
の
中
で
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

美
術
學
校
で
は
常
時
、
誰
も
石
秤
の
取
り
方
を
知
ら
な
か
っ
た
。
私
は
助
手
を
使

つ
て
数
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
黒
岩
淡
哉
君
が
主
に
な
っ
て
石
膏
取
り
を
研
究
し

こ。t
 

〔奇〕

先
頃
交
通
の
危
禍
で
死
ん
だ
動
坂
の
宮
島
一
と
い
ふ
人
は
、
美
術
學
校
出
の
人
の

由
だ
っ
た
が
、
こ
の
人
は
石
秤
取
り
の
名
人
で
私
は
彼
に
の
み
頼
ん
だ
が
、
私
の
最

（「
も
」
）

後
の
銅
像
で
あ
る
藤
田
博
三
郎
氏
の
を
持
へ
た
時
は
、
東
京
か
ら
宮
島
君
を
わ
ざ
わ

ざ
大
阪
へ
呼
び
寄
せ
て
や
ら
せ
た
も
の
だ
。
宮
島
君
は
石
背
を
ほ
ん
の
少
し
し
か
使

2

規
程

（
「
東
京
美
術
学
校
規
則
」
、
現
行
内
規
抜
粋
）

は
ず
に
薄
く
よ
く
抜
い
た
。
そ
れ
に
支
へ
る
鐵
の
枠
な
ど
も
他
の
者
に
比
べ
る
と
細

い
の
を
少
し
し
か
使
は
ず
に
、
そ
の
技
は
堂
に
入
っ
た
も
の
で
、
人
に
習
つ
て
覺
え

た
と
い
ふ
よ
り
自
分
自
身
で
永
年
苦
心
研
究
の
結
果
、
此
の
道
に
通
逹
し
た
の
で
あ

ら
う
。
石
膏
を
出
来
上
っ
た
泥
の
彫
刻
に
蔀
く
覆
ぶ
せ
て
型
を
取
り
、
そ
れ
に
更
に

石
膏
を
流
し
込
む
時
、
石
脊
の
型
に
吸
は
し
て
、
後
か
ら
注
ぎ
込
む
石
脊
と
附
着
せ

〔
長
沼
自
筆
訂
正
本
で
は
「
灰
」
〕

ぬ
よ
う
、

一
般
に
牛
乳
か
石
灰
の
汁
を
使
ふ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宮
島
君
は
マ
ル
セ

ル
石
鹸
に
少
し
オ
リ
ー
プ
油
を
入
れ
た
も
の
を
使
っ
て
ゐ
た
。
此
の
方
が
石
脊
の
型

に
早
く
吸
ひ
込
ま
れ
な
い
か
ら
時
間
的
に
永
く
保
つ
。

伊
太
利
で
は
小
さ
い
石
膏
を
や
る
時
は
抜
く
の
に
危
い
か
ら
、
内
面
を
寒
天
、
外

面
は
石
膏
の
二
重
に
し
て
や
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
宮
島
君
も
使
は
な
か
っ
た
や
う

だ。
そ
れ
か
ら
罪
オ
の
私
が
、
何
か
日
本
彫
刻
界
に
貢
獣
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
常
時
の
彫
刻
界
に
コ
ン
パ
ス
を
使
用
す
る
事
を
極
力
鼓
吹
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
営
時
、
日
本
で
は
誰
一
人
コ
ン
パ
ス
を
使
ふ
者
が
な
か
っ
た
。
名
人
光
雲

君
に
し
て
か
ら
が
之
を
知
ら
ず
、
自
分
で
習
ふ
事
も
エ
合
悪
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
そ
の
弟
子
の
米
原
雲
海
君
に
習
は
せ
て
ゐ
た
。
土
か
ら
や
る
塑
造
は
よ
い
や
う

な
も
の
4

石
や
木
な
ど
で
彫
る
場
合
輩
に
見
込
み
で
丈
け
や
る
と
、
材
が
足
り
な
く

な
っ
た
り
深
彫
り
し
た
り
す
る
失
敗
が
起
り
勝
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
コ
ン
パ
ス
で
三

つ
の
貼
を
取
り
、
比
例
を
測
定
し
て
か
ら
始
め
る
と
全
然
こ
の
失
敗
が
な
い
。
私
は

事
あ
る
毎
に
コ
ン
パ
ス
の
使
用
を
鼓
吹
し
、
東
京
彫
工
會
で
も
此
事
を
腹
々
喋
つ

た
。
〔
下
略
〕

彫
刻
科
で
油
土
に
代
わ
っ
て
粘
土
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
白
井
雨
山
の

留
学
帰
国
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
旧
頁

「十
五
年
前
の
美
術
学
校
生
活
」
参
照
）
。
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謄
操

（
彫
刻
科
、
彫
金
科
、
鍛
金
科
、）

錨
金
科
志
羞
者
二
課
ス

乙
種

同

二
時

同

一
時

書
學

同

一
時

外
國
語

同

美
術
史

同

二
時

二
時

閥
操

箱
證

歴
史

同

璽

屑

、
圏
按
科
、
漆
工
科
志
笙
者
一

甲
種
（
二
課
ス

宜
習

第
二
年

同 同 同

一
時

同

第
三
條

〇
學
科
課
程

豫
備
ノ
課
程
及
各
科
ノ
課
程
左
ノ
如
シ

髄
操

同

二
時

同

一
時

同

一
時

第
二
條

そ
の
一

、
こ
こ
に
明
治
三
十
二
年
四
月
改
正
「
東
京
美
術
学
校
規
則
」
（
『
東
京
美
術

学
校

一

翌

闘

闘

彗
一匹』

所
載
）
を
掲
載
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
同
二
十
九
年
七

月
改
正
規
則
（
本
書
第
一
巻
313S316
頁
）
の
学
科
課
程
の
項
の
彫
刻
科
の
専
修
科
名

に
「
塑
造
科
」
が
追
加
記
入
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
、
塑
造
科
設
置
に
よ
る
彫
刻
教

育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
化
は
文
面
に
顕
わ
れ
て
い
な
い
。

〇
穂
則

本
校
は
箱
盟
、
岡
按
、
彫
刻
、
建
築
、
美
術
工
藝
ノ
諸
科
ヲ
箇
キ
各
科
専

門
ノ
技
術
家
及
普
通
閾
盟
ノ
教
員
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
菱
成
ス
ル
所
ト
ス

但
シ
建
築
科
ハ
常
分
之
ヲ
鋏
ク

各
科
ノ
修
業
年
限
ヲ
四
ケ
年
ト
シ
入
學
ノ
初
二
於
イ
テ
別
ニ
―
ケ
年
間
豫

備
ノ
課
程
ヲ
履
修
セ
シ
ム

豫
備
之
課
程

毎
週
二
十
八
時

四
時

同

二
時

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

）
 

（
マ
マ
）

西
洋
甕
科
に
限
リ
宜
習
時
間
内
ニ

美
術
解
剖
ご
於
テ
之
ヲ
課
ス

遠
近
法
（
同
上
）

歴
史
及
考
古
學西

洋
壺
科
二
限
リ
宜
習
時
間
内
一

美
術
解
剖
（
二
於
テ
之
ヲ
課
ス

遠
近
法
（
同
上
）第

三
年

宜
習

歴
史
及
考
古
學

毎
週
三
十
三
時

二
時

毎
週
三
十
五
時

二
時

一
時

二
時

毎
週
三
十
八
時

同

宜
習

第
一
條

第
一
年

東
京
美
術
學
校
規
則
（
囀
麟
麟
こ
年
）

日
本
盟
科
、
西
洋
盟
科
ノ
中
)

綸
蜀
科
(
-
科
ヲ
撰
ビ
専
修
七
シ
ム

書
學

儒
操

同

二
時

同

一
時

外
國
語

同

二
時

美
術
史

同

二
時

彫
塑

箱
忠
一

歴
史

同

四
時

同

十

時

毎
週
十
八
時
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宜
習

箱
蓋

宜
習

箱
聾

歴
史
及
考
古
學

建
策
装
飾
術

物
品
製
作
大
意

用
器
霊
法

燈
操

第
三
年

第
二
年

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

岡
按
法

建
築
装
飾
史

膿
操

毎
週
二
十
六
時

同

十

二

時

彫
金
科

宜
習
及
卒
業
製
作

美
術
工
藝
科

毎
週
三
十
九
時

同 同 同 同 同同 毎
週

十
四
時

十
二
時

二
時

三
時

――一時
三
時

二
時

歴
史
及
考
古
學

宜
習

憫
操

第
四
年

同 同

一
時

歴
史
及
考
古
學

第
三
年

毎
週
三
十
八
時

二
時

美
術
解
剖

同

一
時

毎
週
三
十
四
時

二
時

同

同

十
六
時

十
二
時

二
時

二
時

二
時

三
時

二
時

宜
習

同

第
二
年

同

憫
操

同

二
時

同 同

綸
聾

同

宜
習

毎
週

第
一
年

岡
按
科

第
四
年

日
本
聾
科
二
限
リ
宜
習
時
間
内
）

美
術
解
剖
ご
於
テ
之
ヲ
課
ス

遠
近
法
（
同
上
）

宜
習
及
卒
業
製
作

贅

志

笙

者

二
限
リ
宜
習
時
間
）

用
器
壺
法
ご
内
二
於
テ
之
ヲ
課
ス

数
育
學
（
同
上
）

美
術
解
剖

同

一
時

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

同 同

二
時

二
時

同

九
時

同 同 同 同

二
時

ハ
時

毎
週
三
十
九
時

一
時

一
時

綸
蜜
及
囮
按

宜
習

第
一
年

宜
習
及
卒
業
製
作

贅
志
羞
者
二
限
リ
宜
習
時
間
内
―
―
於
テ
）

用
器
班
法
す
↑
ヲ
課
ス

数
育
學
（
同
上
）木

彫
科
、
塑
造
科
、
石
彫
科
、
牙
角
彫
刻
科
一

彫
刻
科
L

ノ
内
一
科
ヲ
撰
ビ
専
修
七
シ
ム

毎
週
二
十
三
時

同

章

二
時

ー第

毎
週
三
十
九
時

六
時

同
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歴
史
及
考
古
學

第
四
年

同

一
時

16 



綸
甕
及
岡
按

宜
習

宜
習
及
卒
業
製
作

鍛
金
科第

一
年

同

九
時

躍
按
法

同

二
時

毎
週

二
十
時

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

同

二
時

7ー

同

二
時

同

毎
週
三
十
九
時

宜
習

箱
盟
及
園
按

毎
週

二
十
時

九
時

第
四
年

綸
粛
及
闘
按

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

同

一
時

同

一
時

宜
習
及
卒
業
製
作

錨
金
科

第
一
年

同

九
時

第
四
年

宜
習

第
三
年

毎
週
二
十
八
時

毎
週
三
十
九
時

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

同

一
時

同

一
時

給
霊
及
圏
按

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

橙
操

同

二
時

同

九
時

同

二
時

宜
習

綸
甕
及
岡
按

毎
週
二
十
八
時

同

二
時

第
三
年

同

九
時

謄
操

同

二
時

宜
習

毎
週
二
十
四
時

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

同

第
二
年

同

二
時

二
時

憫
操

同

二
時

綸
益
及
園
按

同

九
時

金
工
史

同

一
時

宜
習

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

毎
週
二
十
四
時

岡
按
法

美
術
解
剖

同 同 同

時時時

第
二
年

同

二
時

同

同

二
時

美
術
解
剖

金
工
史

腔
操

同

一
時

一
時

箱
盟
及
園
按

同

九
時

岡
按
法

同

二
時

宜
習

毎
週

二
十
時

美
學
及
美
術
史

同

第 1節

二
時

第
一
年

歴
史
及
考
古
學

同

二
時
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陀
操

第
二
年

同

二
時

一
春
季
皇
袋
祭

一
稗
武
天
皇
祭

漆
工
史

同

l

時

一
紀
元
節

圏
按
法

同

二
時

箱
聾
及
園
按

歴
史
及
考
古
學

美
學
及
美
術
史

同

二
時

一
新
嘗
祭

同 同

九
時

二
時

一
天
長
節

宜
習

第
一
年

宜
習
及
卒
業
製
作

漆
工
科 第

四
年

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

同

一
時

同

一
時

同

九
時

宜
習

第
四
年

第
三
年

紺
盟
及
闘
按

毎
週
二
十
八
時

毎
週
三
十
九
時

毎
週
二
十
一
時

質
習
及
卒
業
製
作

一
孝
明
天
皇
祭

毎
週
三
十
九
時

〇
學
年
及
休
業
規
程

第
四
條
學
年
ハ
九
月
十
一
日
二
始
マ
リ
七
月
十
日
二
終
ル

第
五
條
休
業
ハ
冬
季
ハ
十
二
月
廿
五
日
ョ
リ
一
月
七
日
二
至
ル
ニ
週
間
、
春
季
ハ

四
月
十
日
ョ
リ
同
月
十
六
日
二
至
ル
一
週
間
、
夏
季
ハ
七
月
十
一
日
ョ
リ
九
月
十

日
二
至
ル
ニ
ヶ
月
間
ト
シ
日
曜
日
及
左
ノ
祭
日
祝
日
ハ
休
業
ス

一
秋
季
皇
盛
祭

一
本
校
設
置
紀
念
日

一
神
営
祭

同

一
時

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
駆

謄
操

同

二
時

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

同

一
時

同

二
時

綸
盟
及
閾
按

同

九
時

同

二
時

宜
習

毎
週
二
十
八
時

宜
習

箱
盟
及
岡
按

毎
週
―
―
十
四
時

同

九

時

第
三
年

給
盟
及
蘭
按

歴
史
及
考
古
學

應
用
化
學

腔
操

二
時

第 1章

同

第
二
年

動

同

揺

二
時

金
工
史

罷
操

同

時時

同

同

同

九
時

二
時

美
術
解
剖

同

一
時

宜
習

期

毎
週
二
十
四
時
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第
十
條

日
本
及
外
國
歴
史
大
要

物
理
學
、
化
學
、
博
物
學

外

國

語

書

取

及

欧

文

和

繹

、
和
文
欧
繹

但
シ
英
、
佛
、
獨
ノ
内
、
受
験
者
ノ
望
二
任
七
其
一
ヲ
撰
バ
シ
ム

専
門
宜
技
流
派
及
材
料
ヲ
問
ハ
ズ

但
シ
圏
按
、
漆
工
科
志
笙
者
ハ
箱
盟
彫
金
、
鍛
金
、
錨
金
科
志
望
者
ハ

彫
刻
ニ
テ
受
瞼
ス
ル
ヲ
得

本
校
二
於
イ
テ
適
嘗
卜
認
メ
タ
ル
公
私
立
技
藝
學
校
ノ
卒
業
生
及
生
徒
ニ

シ
テ
該
校
長
ノ
品
行
菩
良
學
術
優
等
身
憫
強
健
卜
證
認
シ
タ
ル
者
ハ
相
嘗
ノ
人
員

ヲ
限
リ
試
験
ヲ
須
井
ズ
豫
備
ノ
課
程
及
各
科
ノ
相
営
級
へ
入
學
七
シ
ム
ル
コ
ト
ア

四 （七）的⑮

理歴

科 史

四回に）

地 敷

理學

作

文

片
瑕
名
交
リ
記
事
論
説
文

算
術
、
代
敷
、
平
面
幾
何
、
平
面
三
角
術
全
證

日
本
及
外
國
地
理
大
要

日

證

書

和
湧
文

但
シ
臨
時
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
八
條
入
學
志
願
者
ハ
本
校
二
於
イ
テ
入
學
試
瞼
ヲ
受
ク
ル
者
卜
公
私
立
各
學
校

ノ
特
選
二
係
ル
者
ト
ノ
ニ
種
ト
ス

第
九
條
入
學
者
ハ
年
齢
満
十
七
年
以
上
満
二
十
六
年
以
下
ト
シ
品
行
善
＿
艮
身
肱
強

健
ニ
シ
テ
左
二
掲
グ
ル
課
目
二
合
格
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

但
道
鹿
府
縣
立
中
學
校
二
於
イ
テ
適
営
卜
認
メ
タ
ル
郡
市
町
村
立
私
立
中
學
校

卒
業
以
上
ノ
モ
ノ
ハ
該
校
長
ノ
證
明
二
依
リ
(
-
)
ョ
リ
（
七
）
マ
デ
ノ
課
目

ノ
試
瞼
ハ
要
セ
ザ
ル
モ
宜
技
ノ
試
験
ハ
本
校
二
於
イ
テ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

入
學
試
験
課
目

第
七
條

第
六
條

授
業
ハ
毎
日
午
前
八
時
ョ
リ
始
ム

0
入
學
在
學
及
退
學
規
程

入
學
ノ
期
ハ
毎
學
年
ノ
初
ト
ス

官
吏
二
約
ム
ベ
シ
若
シ
自
己
ノ
都
合
二
依
リ
入
學
試
験
ヲ
受
ヶ
ザ
ル
モ
既
納
ノ

試
瞼
料
ハ
返
付
セ
ザ

ル
者
ト
ス

第
十
條
二

該
嘗
ス
ル
者
ハ
手
敷
料
ト
シ
テ
試
験
料
ノ
半
額
ヲ
納
ム
ベ
シ
其
手
徴

ハ
本
文
二
準
ス

第
十
二
條
入
學
志
額
者
ハ
入
學
願
書
（
第
一
琥
書
式
）
二
履
歴
書
（
第
二
琥
書

式
）
及
試
験
料
又
ハ
手
敷
料
ヲ
添
へ
本
校
へ
差
出
ス
ベ
シ

入
學
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
正
副
保
證
人
連
署
ノ
在
學
證
書

第
十
三
條

（第
三
琥
書
式
）
ヲ
出
ス
ベ
シ

第
十
四
條
正
副
保
證
人
ハ
丁
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
東
京
市
及
北
豊
島
、

南

足

立
、
南
葛
飾
三
郡
内
二
於
イ
テ
一
家
計
ヲ
立
テ
生
徒
ノ
父
兄
親
戚
叉
ハ
父
兄
ノ
知

友
ニ
シ
テ
生
徒
ノ
身
分
二
腸
シ
一
切
ノ
事
ヲ
引
受
ク
ル
ニ
足
リ
且
修
學
上
二
覇
渉

シ
得
ベ
キ
縁
故
ア
ル
者
ニ
シ
テ
本
校
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
シ

第
十
五
條
保
證
人
又
ハ
副
保
證
人
事
故
ア
リ
テ
嬰
更
ス
ル
時
ハ
前
條
二
準
ズ
ル
保

證
人
ヲ
以
テ
之
二
代
へ
更
二
在
學
證
冑
ヲ
出
ス
ペ
シ
又
正
副
保
證
人
三
週
間
以

上
府
外
二
旅
行
ス
ル
時
ハ
豫
メ
相
嘗
ノ
代
理
人
ヲ
立
テ
本
校
へ
居
出
ヅ
ヘ
シ

第
十
六
條
生
徒
ハ
入
學
後
一
ヶ
月
以
内
二
自
費
ヲ
以
テ
本
校
制
定
ノ
服
帽
ヲ
調
製

著
用
ス
ペ
シ

第
十
七
條

日
又
ハ
翌
日
中
二
保
證
人
ヨ
リ
居
出
ヅ
ペ
シ

時
ハ
醤
證
ヲ
添
へ
差
出
ス
ペ
シ

第
十
八
條
學
業
及
品
行
殊
二
優
等
ナ
ル
生
徒
ヲ
選
ビ
之
ヲ
特
徒
生
卜
為
シ
一
學
年

間
ノ
授
業
料
ヲ
免
除
ス

生
徒
疾
病
其
他
事
故
ア
リ
テ
鋏
課
ス
ル
時
ハ
其
理
由
及
日
限
ヲ
記
シ
営

若
シ
病
氣
鋏
課
七
日
以
上
二
及
プ

第
十
九
條
生
徒
學
業
成
逹
ノ
目
途
ナ
キ
者
ハ
除
名
シ
怠
惰
不
行
朕
又
ハ
本
校
ノ
規

則
告
示
等
二
背
反
シ
其
他
本
校
生
徒
ノ
風
緞
ヲ
荼
ス
等
ノ
者
ハ
其
情
状
ノ
軽
重
ニ

ル
ベ
シ

第
十
一
條
本
校
二

於
イ
テ
入
學
試
験
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
試
瞼
料
金
壼
闘
ヲ
本
校
牧
入

19 第 1節 明治 32年



ヲ
付
典
ス

生
徒
在
學
中
ノ
學
業
品
行
等
殊
二
優
等
ノ
者
ニ
ハ
卒
業
ノ
際
其
證
書

之
ヲ
評
定
ス
ベ
シ

第
二
十
五
條

シ
ム

依
リ
懲
誡
、
停
學
、
逐
學
二
慮
ス

第
二
十
條
生
徒
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
二
由
リ
退
學
七
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其

事
由
ヲ
詳
記
シ
正
副
保
證
人
ノ
連
署
ヲ
以
テ
願
出
ヅ
ベ
シ

0
試
業
及
證
害
規
程

第
二
十
一
條
學
年
試
業
ハ
毎
學
年
ノ
終
リ
ニ
於
イ
テ
之
ヲ
行
ヒ
其
成
績
黙
二
平
常

課
業
ノ
成
績
貼
ヲ
ニ
倍
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
加
へ
三
ヲ
以
テ
除
シ
合
格
ノ
者
ハ
進
級
七

平
常
課
業
ノ
成
績
鮎
ハ
一
學
年
間
課
業
ノ
成
績
二
捩
リ
受
持
数
員
ノ
見
込

第
二
十
四
條

ニ
依
リ
叉
ハ
臨
時
試
業
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
二
條
各
科
中
美
術
宜
技
二
於
イ
テ
ハ
受
持
赦
員
ノ
見
込
ヲ
以
テ
學
年
試
業

ヲ
施
サ
ズ
シ
テ
平
常
ノ
成
絞
二
披
リ
評
毘
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

第
二
十
三
條
學
年
試
業
評
貼
ハ
各
課
一
百
ヲ
以
テ
最
高
黙
ト
シ
諸
課
目
ノ
平
均
六

十
黙
以
上
ヲ
合
格
ト
ス

但
シ
美
術
宜
技
ノ
成
績
一
課
目
六
十
貼
二
滴
タ
ザ
ル
者
叉
ハ
他
ノ
課
目
ノ
成
絞

一
課
目
四
十
黙
二
満
タ
ザ
ル
者
ハ
倶
二
進
級
七
シ
メ
ズ

美
術
宜
技
ノ
學
年
試
業
成
績
評
貼
ハ
本
校
常
該
数
員
ノ
會
議
ヲ
以
テ

學
年
試
業
二
鋏
席
ノ
者
ハ
進
級
ノ
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
ア
リ
テ
鋏
席
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
週
間
以
内
ニ

其
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
證
人
連
署
ノ
上
試
業
ヲ
願
出
ヅ
ル
ト
キ
ハ
平
常
課
業
ノ
成

績
優
等
ノ
者
二
限
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
六
條
各
科
所
定
ノ
課
程
ヲ
履
修
シ
試
業
ヲ
完
了
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
卒
業
證

書
ヲ
付
興
ス

第
二
十
七
條

〇
研
究
科
規
程

第
二
十
八
條
各
科
卒
業
ノ
生
徒
ニ
シ
テ
尚
其
宜
技
ヲ
研
究
七
ン
ト
欲
シ
願
出
ヅ
ル

ト
ス

〇
撰
科
規
程

〔ビ〕

第
三
十
五
條
各
科
中
特
ニ
―
課
目
若
ク
ハ
敷
課
目
ヲ
撰
ピ
學
修
七
ン
ト
欲
シ
入
學

ヲ
願
出
ヅ
ル
者
ハ
年
齢
滴
十
七
年
以
上
ニ
シ
テ
嘗
該
数
員
二
於
イ
テ
試
験
シ
所
撰

ノ
課
目
ヲ
學
修
ス
ル
ニ
堪
フ
ル
ト
認
ム
ル
者
二
限
リ
各
級
正
科
生
二
鉄
員
ア
ル
ト

キ
ハ
撰
科
生
ト
シ
テ
入
學
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

但
美
術
宜
技
ノ
外
ハ
之
ヲ
撰
プ
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
三
十
六
條
本
校
生
徒
ニ
シ
テ
美
術
上
ノ
賀
技
豫
備
ノ
課
程
卒
業
以
上
ノ
程
度
ヲ

有
ス
ル
モ
身
閤
嘉
弱
等
ニ
シ
テ
所
定
ノ
正
科
ヲ
履
修
ス
ル
ニ
耐
ヘ
ザ
ル
者
ハ
願
ニ

依
リ
試
験
ノ
上
撰
科
生
二
編
入
ス
ル
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
七
條
撰
科
生
ハ
所
撰
ノ
課
目
二
就
イ
テ
正
科
生
卜
同
ジ
ク
試
業
ヲ
受
ケ
合

格
ノ
者
ハ
願
二
依
リ
證
朕
ヲ
典
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

第
三
十
八
條
入
學
及
授
業
料
其
他
ノ
規
程
ハ
正
科
生
卜
同
ジ
ク
遵
守
ス
ペ
キ
モ
ノ

0
岡
聾
講
習
科
規
程

第
三
十
三
條

ト
ア
ル
ペ
シ

第
三
十
四
條

ル
ベ
シ

ト
ス

第
三
十
條

研
究
科
ヲ
修
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
願
二
依
リ
其
證
朕
ヲ
興
フ
ル
コ
ト
ア

第
三
十
一
條
研
究
生
ハ
自
己
ノ
新
按
ヲ
以
テ
特
別
ノ
製
作
ヲ
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

毎
學
年
ノ
末
、
数
員
會
議
二
於
イ
テ
其
成
績
ノ
優
劣
二
従
ヒ
之
ヲ
第
一

、
第
二
、

第
三
ノ
三
等
二
評
定
ス

第
三
十
二
條

授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ズ

研
究
生
宜
技
研
究
ノ
為
旅
行
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
旅
費
ヲ
給
典
ス
ル
コ

研
究
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
セ
ズ

者
ハ
適
嘗
卜
認
ム
ル
者
二
限
リ
研
究
生
ク
ル
ヲ
許
ス

第
二
十
九
條
研
究
生
ノ
在
學
期
限
ハ
―
―
一
ヶ
年
以
内
ト
ス

研
究
生
ハ
各
自
ノ
志
望
二
依
リ
特
二
某
数
員
ノ
指
導
ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
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ス
也 私

俵
御
校
何
科
二
入
學
仕
度
履
歴
書
及
試
験
料
（
手
敷
料
）
相
添
此
段
相
願
候

入
學
願
書

（
用
紙
美
濃
）

紙
ニ
ッ
折

0
第
一
琥
書
式

候

但
シ
宜
技
上
重
要
ノ
器
品
等
ハ
本
校
ョ
リ
之
ヲ
貸
付
ス

第
四
十
五
條

初
、
定
日
二
於
イ
テ
本
校
牧
入
官
吏
二
納
ム
ベ
シ

七
ザ
ル
時
ハ
保
證
人
ョ
リ
之
ヲ
徴
牧
ス
ベ
シ

但
シ
修
業
年
限
中
、
疾
病
其
他
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
故
等
二
由
リ
退
學
ス
ル
コ
ト

ア
ル
モ
既
納
ノ
授
業
料
ハ
返
付
七
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
六
條
数
科
用
ノ
岡
書
、
宜
習
用
ノ
小
道
具
及
捨
具
、
紙
、
筆
等
ハ
穂
テ
生

徒
ノ
自
辮
ト
ス

年
月
日

本
籍
族
（
鱈
瓢
ザ
レ
バ
）

宿
所

本

籍

族

（

鱈

髯

ザ

E
)

若
シ
期
日
ヲ
過
グ
ル
モ
納
付

〇
授
業
料
及
他
ノ
骰
用

授
業
料
ハ
一
學
年
金
拾
闘
ト
シ
九
月
、
十

一
月
、

定
ヲ
遵
守
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

二
月

四
月
ノ

闘
叢
講
習
生
ハ
各
自
所
定
ノ
課
目
二
就
キ
試
験
ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
ト

合
格
ノ
者
ハ
其
證
朕
ヲ
付
興
ス

第
四
十
三
條
岡
霊
講
習
生
ハ
保
證
人
ヲ
要
セ
ズ
授
業
料
ヲ
徴
牧
セ
ズ

第
四
十
四
條
回
蜜
講
習
生
ハ
特
二
規
定
ス
ル
モ
ノ

、
外
正
科
生
卜
同
ジ
ク
本
校
規

0
第
三
琥
書
式
(
”
苫
ぽ
麟
）

H
々

第
三
十
九
條

第
四
十
條

第
四
十
一
條

該
赦
員
會
議
ヲ
以
テ
特
二
之
ヲ
定
ム

道
鹿
府
縣
立
學
校
闘
證
数
員
ニ
ッ
テ
尚
其
技
術
又
ハ
闘
盟
二
開
ス
ル

學
科
ヲ
補
修
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
営
該
學
校
長
ノ
紹
介
二
依
リ
毎
學
年
ノ
初
二
於

イ
テ
闘
班
講
習
生
ト
シ
テ
試
験
ヲ
用
ヰ
ズ
入
學
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

囮
盟
講
習
生
在
學
ノ
期
限
ヲ
一
ケ
年
以
上
ニ
ヶ
年
以
内
ト
ス

岡
粛
講
習
生
ノ
履
修
ス
ベ
キ
課
程
ハ
各
自
ノ
志
笙
卜
學
カ
二
依
リ
嘗

第
四
十
二
條

姓

名

印
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姓

名

印

何
年
何
月
生

一
何
年
何
月
何
地
何
立
何
學
校
二
入
リ
又
ハ
数
師
某
二
就
キ
何
年
間
何
學
修
業

一
何
年
何
月
何
地
二
於
イ
テ
何
年
間
何
業
二
従
事
云
々

一
何
年
何
月
何
虞
二
於
イ
テ
何
事
二
就
キ
賞
罰
ヲ
受
ケ
タ
ル
等

一
家
業
何
々

右
之
通
二
有
之
候
也

在
學
證
害

何
年
何
月
生

私
俊
今
般
入
學
御
許
可
相
成
候
二
付
在
學
中
御
規
則
等
固
ク
相
守
リ
勤
學
可
仕

依
リ
テ
右
證
書
如
斯
候
也

履
歴
書

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

0
第
二
琥
書
式
（
翌
贔
）

年
月
日

本

籍

族

（

鱈

髯

ザ

ド

）

宿
所

姓

名

印

明治 32年



一
登
校
ノ
節
ハ
俵
式
ノ
ト
キ
ハ
必
ス
本
校
所
定
ノ
制
帽
制
服
を
著
用
シ
平
常
ハ
制
帽

ノ
ミ
ヲ
用
ヒ
制
服
ハ
著
用
セ
サ
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ

一
数
室
二
入
ル
ト
キ
ハ
帽
子
外
套
等
ヲ
脱
ス
ベ
シ

一
授
業
時
間
中
数
師
ノ
許
可
ナ
ク
シ
テ
数
室
外
二
出
テ
叉
ハ
数
室
二
入
ル
ヲ
得
ズ

一
授
業
時
間
外
二
数
室
二
入
リ
又
ハ
数
室
備
付
ノ
物
品
ヲ
携
出
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
本
校
職
員
二
到
シ
テ
ハ
勿
論
、
生
徒
相
互
二
敬
麗
ヲ
重
ン
ズ
ペ
シ

カ
ラ
ズ 生

徒
心
得

一
本
校
ノ
規
則
告
諭
等
ヲ
遵
守
ス
ベ
キ
ハ
勿
論
各
自
其
志
操
ヲ
堅
固
ニ
シ
意
想
ヲ
優

美
二
、
ソ
言
行
ヲ
謹
粛
ニ
シ
校
ノ
内
外
ヲ
問
ハ
ズ
荀
モ
本
校
生
徒
タ
ル
儒
面
ヲ
汚
ス

等
ノ
畢
動
ァ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

一
穂
テ
教
師
ノ
指
迅
二
従
ヒ
勤
勉
ス
ベ
シ

一
授
業
時
間
二
至
レ
バ
遅
滞
ナ
ク
数
室
二
入
リ
各
自
ノ
席
二
著
キ
其
位
次
ヲ
胤
ス
ペ

年
月
日

受
可
申
候

副

保

證

人

姓

名

印

保

證

人

姓

名

印

本
籍
族
職
業
（
虹
い
幻
叡
）

宿
所

依
リ
テ
右
保
證
候
也

何
年
何
月
生

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

右
之
者
従
来
品
行
善
艮
ノ
者
ニ
テ
前
文
之
趣
相
違
無
之
候
二
付
私
共
保
證
人
ニ

相
立
チ
平
常
本
人
ノ
品
行
等
監
督
可
致
ハ
勿
論
在
學
中

二
係
ル
事
件
ハ
一
切
引

何
年
何
月
生

何
年
何
月
生

第
四
條

曝
書
期

歳
末

第
一
條

ス
ル
所
ト
ス

第
二
條

第
三
條

午
前
八
時
開

正
午
閉

午
前
八
時
開

一
校
舎
ノ
整
粛
清
潔
ヲ
旨
ト
シ
練
テ
喧
擾
汚
微
ノ
畢
動
ァ
ル
ペ
カ
ラ
ズ

一
教
室
二
於
イ
テ
終
業
ノ
時
ハ
課
業
二
用
ュ
ル
備
品
ハ
清
掃
整
置
ス
ペ
シ

一
在
學
中
ハ
其
製
作
物
ヲ
私
二
内
外
ノ
展
覧
會
等
へ
出
品
シ
或
ハ
郷
猥
ノ
製
作
ヲ
為

ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
木
校
ョ
リ
貸
付
シ
タ
ル
物
品
ハ
殊
二
取
扱
二
注
意
ス
ペ
シ
若
シ
其
物
品
ヲ
汚
損

シ
又
ハ
紛
失
シ
タ
ル
時
ハ
修
補
セ
シ
メ
又
ハ
同
品
ヲ
以
テ
辮
債
セ
シ
ム

一
校
内
二
在
リ
テ
ハ
所
定
ノ
外
二
於
イ
テ
飲
食
喫
姻
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
帽
子
、
外
套
、
傘
、
履
等
ハ
所
定
ノ
外
二
醤
ク
ベ
カ
ラ
ズ

東
京
美
術
學
校
文
庫
規
則
臼
疇
庭
田
巳

東
京
美
術
學
校
文
庫
ハ
本
校
所
有
ノ
図
書
、
標
本
及
生
徒
成
蹟
品
ヲ
牧
蔵

文
庫
掛
員
ノ
外
文
庫
内
二
入
リ
牧
蔵
品
ヲ
検
索
出
納
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

文
庫
閲
梵
室
ハ
左
ノ
時
限
ヲ
以
テ
開
閉
ス

自
九
月
十
一
日
至
翌
年
七
月
十
日

但
シ
土
曜
日
ハ
正
午
マ
デ
ト
ス

自
七
月
十

一
日
至
九
月
十
日

定
期
閉
鎖
ノ
時
日
左
ノ
如
シ

歳
首

自
一
月
一
日
至
同
八
日

自
十
二
月
二
十
五
日
至
同
三
十
一
日

日
曜
及
祝
祭
日

本
校
設
置
紀
念
日

文
庫
内
整
理
及
掃
除
日

午
後
三
時
閉

毎
月
一
日
、
十
五
日
ノ
雨
度

夏
期
休
業
中
三
十
日
間

但
シ
此
外
臨
時
ノ
閉
鎖
ハ
其
時
々
之
ヲ
掲
示
ス
ベ
シ
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ト
ス

第
九
條
本
校
職
員
又
ハ
生
徒
ニ
シ
テ
岡
書
標
本
ヲ
校
外
へ
帯
出
借
用
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
別
二
定
ム
ル
帯
出
特
許
規
則
二
依
リ
之
ヲ
借
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
校
外
帯
出
借
用
ハ
他
ノ
通
用
ヲ
妨
ク
ル
ノ
患
ア
リ
故
二
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場

合
ノ
外
ハ
帯
出
借
用
ヲ
ナ
サ

、
ル
ヲ
主
旨
ト
ス
ヘ
シ

第
十
條
各
科
二
於
テ
数
課
用
二
供
ス
ル
タ
メ
図
書
標
本
ヲ
其
数
室
二
常
備
ス
ル
ノ

必
用
ァ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
文
庫
掛
二
申
出
文
即
掛
二
備
フ
ル
科
別
図
書
標
本
監
守
第

ニ
其
品
名
個
敷
ヲ
記
シ
且
受
持
数
員
二
名
以
上
連
署
ッ
テ
借
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
闘
困
標
本
ハ
各
科
共
通
ノ
便
ヲ
闘
ル
ノ
必
要
ア
リ
叉
其
取
締
ヲ
厳
ニ
ス
ル
ノ

シ
第
五
條
本
校
ノ
職
員
及
生
徒
ハ
文
庫
牧
蔵
品
ヲ
開
究
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
條
閲
翌
室
内
二
於
テ
圏
書
標
本
ヲ
借
内
七
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
室
内
借
究
證
由

ニ
品
名
個
敷
及
姓
名
ヲ
記
シ
之
ヲ
文
庫
掛
員
二
差
出
ス
ペ
シ
叉
閲
覧
中
暫
時
ク

リ
ト
モ
室
外
二
出
ル
ト
キ
ハ
一
應
物
品
ヲ
文
庫
掛
員
二
返
納
ス
ベ
ッ

第
七
條
閲
覧
室
以
外
ノ
数
室

二
於
テ
圏
書
標
本
ヲ
借
覧
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
室
外

借
梵
證
書
二
品
名
個
敷
ヲ
記
シ
署
名
捺
印
シ
テ
之
ヲ
文
庫
掛
二
差
出
ス
ベ
ッ

但
生
徒
ハ
其
借
野
證
書
二
受
持
数
員
ノ
認
印
ヲ
受
ル
ヲ
要
ス

前
條
二
依
リ
借
究
使
用
ス
ル
物
品
ハ
其
賞
日
之
ヲ
文
庫
掛
員
二
返
納
ス
ベ

意
ト
ス
ヘ
シ

第
十
一
條
前
條
ニ
ョ
リ
数
室
二
常
備
ス
ル
岡
書
標
本
二
就
テ
ハ
監
守
第
―
―
署
名
ス

ル
放
員
ヲ
以
テ
監
守
者
ト
ツ
物
品
會
計
規
則
ニ
ョ
リ
保
管
ノ
貢
二
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ

第
十
二
條

前
條
ノ
監
守
者
交
迭
ス
ル
ト
キ
ハ
文
庫
掛
ハ
監
守
簿
二
照
シ
テ
物
品
ノ

返
納
ヲ
要
求
シ
更
二
之
ヲ
新
監
守
者
二
引
搬
ク
ノ
手
絞
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

第
十
三
條
数
室
常
備
ノ
固
書
標
本
ハ
毎
學
年
末
文
庫
掛
員
現
場
二
出
張
シ
テ
監
守

者
立
會
ノ
上
監
守
簿
―
ー
照
シ
テ
現
品
ヲ
調
査
シ
其
結
末
ヲ
校
長
へ
報
告
ス
ル
モ
ノ

必
要
ア
リ
故
二
已
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
常
備
ト
ナ
サ

、
ル
ヲ
主

第
八
條

閲
笠
室
二
於
テ
ハ
吹
姻
ヲ
禁
シ
動
作
最
モ
静
粛
ヲ
要
ス

談
笑
喧
甜

本
校
卒
業
生
又
ハ
美
術
家
叉
ハ
美
術
工
藝
家
等
ニ
シ
テ
本
校
職
員
ノ
紹

介
二
依
リ
校
長
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ハ
閲
覧
室
内
二
於
テ
闘
書
標
本
ヲ
閲
翌
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
條
本
校
ノ
職
員
生
徒
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
岡
書
標
本
ヲ
閲
覧
室
外
二
携
帯

ス
ル
ヲ
許
サ
ス

第
十
六
條

他
官
鹿
若
ク
ハ
美
術
―
ー
腺
ス
ル
園
憫
等
ョ
リ
本
校
圏
害
標
本
ノ
借
用
ヲ

請
フ
ト
キ
ハ
請
求
害
ヲ
徴
シ
其
時
々
校
長
ノ
判
別
二
依
リ
テ
之
ヲ
慮
理
ス
ヘ
シ

其
代
付
ヲ
許
ス
モ
ノ
ハ
期
限
ヲ
定
メ
タ
ル
借
用
證
害
ヲ
徴
シ
期
―
―
及
テ
返
付
七
サ

ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
校
長
二
申
告
シ
テ
督
促
ノ
手
絞
ヲ
ナ
ス
ヘ
ッ

第
十
七
條
凡
貸
重
品
ト
シ
テ
種
別
ヲ
立
テ
タ
ル
闘
書
標
本
ハ
保
管
ノ
タ
メ
博
物
館

等
へ
附
托
ス
ル
外
門
外
不
出
ト
ス
外
國
寓
員
類
若
ク
ハ
各
學
校
二
渉
リ
日
常
通

用
必
須
ノ
物
品
亦
之
二
準
ス

但
校
長
二
於
テ
事
情
已
ム
ヲ
得
ス
ト
認
メ
特
別
ノ
慮
分
ヲ
命
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限

ニ
ア
ラ
ス職

員
ノ
参
考
二
供
ス
ル
タ
メ
＿帝
國
博
物
館
、
＿帝
國
岡
害
館
等
ョ
リ
物
品

ノ
借
受
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
古
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
文
庫
掛
二
申
出
文
庫
掛
ハ
此
書
面
ニ

依
リ
按
ヲ
附
シ
テ
校
長
ノ
裁
ヲ
乞
フ
モ
ノ
ト
ス
又
其
借
受
シ
タ
ル
物
品
ヲ
職
員

ニ
於
テ
更
―
―
借
用
ス
ル
ノ
手
絞
ハ
―
二
本
規
則
ニ
ョ
ル

但
本
校
他
ョ
リ
借
受
ノ
物
品
ハ
一
切
校
外
帯
出
借
受
ヲ
許
サ
ス

第
十
九
條
借
用
ノ
物
品
ハ
穂
テ
大
切
二
取
扱
フ
ヘ
シ
誤
テ
之
ヲ
亡
失
ッ
或
ハ
汚

黙
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
物
品
若
ク
ハ
相
営
ノ
代
債
ヲ
以
テ
之
ヲ
辮
償
セ
シ
ム

該
件
未
了
ノ
間
ハ
更
二
他
ノ
物
品
ヲ
借
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
條
返
納
期
日
其
他
規
程
ノ
手
絞
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
頑
後
貸
付
ヲ
停
止
ス

ル
コ
ト
ア
ル
ベ

シ

第
二
十
一
條

ベ
、ン

第
十
八
條

第
十
四
條

ト
ス
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右
帯
出
特
許
ヲ
網
テ
正
二
借
用
致
候
借
用
中
何
様
ノ
場
合
ヲ
問
ハ
ス
萬
一
物

品
ヲ
亡
失
若
ク
ハ
毀
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
貴
校
ノ
命
二
依
リ
本
人
叉
ハ
保
證
人
ョ

以
上

一

同

同

同

同

一

同

同

同

同

一
品
名

員
敷

帯
出
特
許
借
用
證
（
用
紙
半
紙
）

返
納
期
日

代
債

以
上

一

同

同

同

一

同

同

同

一
品
名

年
琥
年
月
日

東
京
美
術
學
校
長

目

録

員
敷

返
納
期
日

候
也

某
殿

帯
出
特
許
借
用
願
（
用
紙
半
紙
）

一
渉
ル
モ
ノ
ア
レ
ハ
室
外
二
退
カ
シ
ム
ヘ
シ

住

所

姓
名
⑱

東
京
美
術
學
校
文
庫
牧
蔵
品
帯
出
特
許
規
則

第
一
條
本
校
ノ
職
員
、
生
徒
ニ
シ
テ
文
庫
牧
蔵
品
ヲ
帯
出
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ

ハ
左
ノ
書
式
二
依
リ
願
書
及
ヒ
證
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

但
職
員
ノ
借
用
二
限
リ
特
二
保
證
人
ヲ
須
ヒ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

私
俊
左
記
目
録
ノ
物
品
帯
出
特
許
借
用
致
度
候
二
付
別
紙
證
書
相
添
此
段
相
願

第
二
條

第
三
條

第
四
條

年
琥
年
月
日

東
京
美
術
學
校
長
某
殿

本
人
姓
名
⑲

保
證
人
姓
名
⑲

貸
出
員
敷
ハ
職
員
ハ
五
品
以
内
生
徒
ハ
ニ
品
以
内
ト
ス

貸
出
期
限
ハ
職
員
ハ
三
十
日
以
内
生
徒
ハ
十
五
日
以
内
ト
ス

借
用
期
限
満
チ
尚
引
績
借
用
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
一
旦
現
品
ヲ
返
納
シ
テ

更
二
借
用
ノ
手
緻
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

但
他
二
同
種
ノ
借
受
ヲ
請
フ
者
ア
ル
時
ハ
緞
績
借
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
條
特
許
ヲ
得
テ
帯
出
借
用
シ
タ
ル
物
品
卜
雖
本
校
二
於
テ
要
用
ア
ル
時
ハ
臨

時
返
納
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
六
條
特
許
ヲ
得
テ
帯
出
借
用
シ
タ
ル
者
旅
行
ス
ル
ト
キ
ハ
借
用
期
限
内
卜
雖
モ

旅
行
前
一
旦
其
借
用
品
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

そ
の
二
、
内
規

左
記
は
『
明
治
三
十
五
年
三
月
現
行
東
京
美
術
学
校
処
務
規
定
及
心
得
』
所

載――
-+
―
年
六
月
以
降
制
定
内
規
の
一
部
（
本
書
第
一
巻
に
未
収
録
の
分
）
で
あ

る。

住
所

住
所

リ
同
一
ノ
物
品
若
ク
ハ
代
債
ヲ
以
テ
辮
償
可
致
候
也
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ズ
第
二
條

第
一
條

授
業
及
休
憩
時
間
表

但
シ
講
義
室
二
於
ケ
ル
ニ
時
間
以
上
二
亘
ル
學
科
ノ
中
間
二
営
ル
休
憩
時
間

ハ
受
持
数
員
ノ
見
込
二
従
フ

右
ノ
時
刻
毎
二
琥
鐘
ヲ
打
チ
テ
之
レ
ヲ
報
セ
シ
ム

撰
科
生
學
科
賄
講
規
定

明
治
三
十
一
年
九
月
制
定

撰
科
生
ニ
ッ
テ
學
科
ノ
聴
講
ヲ
願
出
ヅ
ル
モ
ノ
ハ
相
嘗
學
年
本
科
生
ノ
授

業
二
差
支
ナ
キ
限
リ
ニ
於
テ
営
該
學
科
受
持
教
員
ノ
見
込
二
依
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト

ア
ル
ペ
シ

但
シ
試
験
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

撰
科
生
ノ
學
科
聴
講
ハ
相
嘗
學
年
本
科
生
二
課
ス
ル
モ
ノ

、
外
之
ヲ
許
サ

第三條學科聴諧ヲ許サレタル撰科生ニッテ怠惰不行朕ノ蹟ァルトキハ

嘗該學科受持数員ノ見込二依リテ聴講ヲ差止ムルコトアル可シ

第四條學科聴講ヲ許サレタル撰科生ハ學年ノ終二於テ試験ヲ受クベシ
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